
市町村名 関係協議会名

滋賀県

京都府 和束町 和束町有害鳥獣対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲
・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

×

目標達成状況が低調であることか
ら、改善計画を作成し、引き続き、
目標達成に向け取り組むよう指導す
る。

堺市 堺市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲 ○

泉南市 泉南市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

○

阪南市 阪南市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲
・被害防除
・緊急捕獲

○

岸和田市 岸和田市有害鳥獣対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

高槻市 高槻市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

茨木市 茨木市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

泉佐野市 泉佐野市有害鳥獣対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

和泉市 和泉市有害鳥獣対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

箕面市 箕面市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

四條畷市 四條畷市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

島本町 島本町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

豊能町 豊能町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

能勢町 能勢町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

熊取町 熊取町有害鳥獣対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

太子町 太子町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

千早赤阪村 千早赤阪村鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲 ×

大阪府

事業評価の該当なし

目標達成状況が低調であることか
ら、改善計画を作成し、引き続き、
目標達成に向け取り組むよう指導す
る。

鳥獣被害防止総合対策交付金に係る点検評価結果（目標年度：R６年度分）

備考達成状況※
事業実施主体名

府県名
事業実
施年度

事業内容 農政局の意見



市町村名 関係協議会名

加古川市 加古川市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲
・被害防除
・緊急捕獲

○

宍粟市 宍粟市（宍粟市有害鳥獣対策推進協議会）
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ○

神河町 神河町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・被害防除
・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

○

太子町 太子町（太子町鳥獣被害防止対策協議会）
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ○

姫路市 姫路市鳥獣害防止対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲
・被害防除
・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

×

相生市 相生市（相生市鳥獣被害対策協議会）
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

赤穂市 赤穂市（赤穂市鳥獣被害防止対策協議会）
R4
R5
R6

・緊急捕獲 ×

小野市 小野市鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲
・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

×

市川町 市川町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・有害捕獲
・被害防除
・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

×

福崎町 福崎町鳥獣被害防止対策協議会
R4
R5
R6

・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

×

佐用町 佐用町鳥獣害防止対策協議会

R３
R４
R５
R６

・有害捕獲
・被害防除
・生息環境管理
・サル複合対策
・緊急捕獲

×

改善計画実施期間内においても目標
達成状況が低調であることから、被
害防止計画の目標を見直すよう指導
する。

再評価

生駒市
平群町
三郷町

信貴生駒山系鳥獣被害防止対策協議会
R４
R５
R6

・有害捕獲
・緊急捕獲

〇

香芝市 香芝市有害鳥獣防止対策協議会
R４
R５
R6

・有害捕獲
・緊急捕獲

〇

御杖村 御杖村鳥獣害対策協議会
R４
R５
R6

・有害捕獲
・生息環境管理
・緊急捕獲

×

下市町 下市町鳥獣被害防止対策協議会
R４
R５
R6

・有害捕獲
・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

×

黒滝村 黒滝村鳥獣被害防止対策協議会

R３
R４
R５
R6

・有害捕獲
・ICT等新技術活用
・緊急捕獲

〇

上北山村 上北山村鳥獣被害防止対策協議会

R３
R４
R５
R6

・有害捕獲
・緊急捕獲

〇

葛城市 葛城市鳥獣害防止対策協議会

R３
R４
R５
R6

・有害捕獲
・緊急捕獲

×

天川村 天川村鳥獣被害防止対策協議会

R３
R４
R５
R6

・緊急捕獲 ×

農政局の意見 備考府県名
事業実施主体名 事業実

施年度
事業内容 達成状況※

改善計画実施期間内においても目標
達成状況が低調であることから、被
害防止計画の目標を見直すよう指導
する。

目標達成状況が低調であることか
ら、改善計画を作成し、引き続き、
目標達成に向け取り組むよう指導す
る。

奈良県

兵庫県

目標達成状況が低調であることか
ら、改善計画を作成し、引き続き、
目標達成に向け取り組むよう指導す
る。

再評価



市町村名 関係協議会名

上富田町 上富田町鳥獣害防止対策協議会
R４
R５
R6

・緊急捕獲 ○

新宮市 新宮市鳥獣害防止対策協議会

R３
R４
R５
R6

・鳥獣被害防止施設
・緊急捕獲

×

改善計画実施期間内においても目標
達成状況が低調であることから、被
害防止計画の目標を見直すよう指導
する。

再評価

高槻市
R4
R5
R6

・有害捕獲 ×

箕面市
R4
R5

・鳥獣被害防止施設 ×

豊能町
R4
R5

・有害捕獲
・鳥獣被害防止施設

×

宝塚市

R3
R4
R5
R6

・ICT等新技術実証
・ICT等新技術活用
・鳥獣被害防止施設

×

改善計画実施期間内においても目標
達成状況が低調であることから、被
害防止計画の目標を見直すよう指導
する。

再評価

※再評価地区も含む

府県名
事業実施主体名 事業実

施年度
事業内容 達成状況※ 農政局の意見 備考

目標達成状況が低調であることか
ら、改善計画を作成し、引き続き、
目標達成に向け取り組むよう指導す
る。

和歌山県

※目標未達成（目標達成状況が低調）の基準：次のいずれかに該当する場合とする。
①対象鳥獣に係る被害面積、被害金額等について合算達成率が全て70％未満である場合
②次に該当する鳥獣種について、対象鳥獣ごとの被害面積、被害金額等の達成率が全て70％未満である場合
　１） 被害金額全体（全ての対象鳥獣における被害金額（実績値）の合計）の２割以上を占めるシカ又はイノシシ
　２） 被害金額全体の５割以上を占めるシカ及びイノシシ以外の対象鳥獣

京都府・
大阪府・
兵庫県

南丹・北摂地域鳥獣被害防止対策連絡協議
会


